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区分所有法の改正
駆け足解説

施⾏⽇ ２０２６年４⽉１⽇

施⾏⽇ ２０２６年４⽉１⽇

�規約については、「この法律の施⾏の際、
現に効⼒を有する旧区分所有法の規定によ
る規約で定められた事項で、新区分所有法
に抵触するものは、施⾏⽇からその効⼒を
失う」と定められています。
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Ⅰ 区分所有建物の管理の円滑化を
図る方策

1 区分所有者の管理に関する⼀般的義務

�区分所有者に管理に関する⼀般的義務があ
ることが明文化された。

「区分所有者は、区分所有者の団体の構成員
として、建物ならびにその敷地および付属施
設の管理が適正かつ円滑に⾏われるよう、相
互に協⼒しなければならない」(５条の2)
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1 区分所有者の管理に関する⼀般的義務

�この規定に違反することで、何らかの具体
的効果を発生させることは想定されません
が、今後、規約や集会決議の解釈が問題と
なる場⾯が生じた場合には、この規律が解
釈の指針となり得ると考えられます。

2 集会の決議の円滑化

�所在が不明または連絡がつかない区分所有
者(所在等不明区分所有者)を除外して、そ
れ以外の区分所有者(⼀般区分所有者)に
よって集会決議をすることができるように
なった。所在等不明区分所有者については、
裁判所によって除外決定の裁判がなされる。
また、普通決議、共⽤部分の変更、規約の
設定・変更・廃⽌の決議等の多くの決議に
ついて、出席者の多数による決議(出席者多
数決)ができるものとされた。
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■２種類の多数決
絶対多数決…全ての構成員及びその議決権を

⺟数とする多数決
出席者多数決…出席者及びその議決権を⺟数

とする多数決

⼀般に、⼀定割合の構成員が出席しなければ会議
が成⽴しないというルール(=議事定足数ルール)、
又は議決ができないというルール(=議決定足数
ルール)が併⽤されます。
⇒少数者の意思だけで団体の意思決定が⾏われて
しまうことを防ぐため

■２種類の多数決
㊟今回の改正によって、区分所有法では、議決定
足数の考え方が採⽤された。議事定足数の考え方
は採⽤されていない。

議事定足数と議決定足数は、どちらも合議体で会
議を成⽴させるために必要な最低限の出席者数で
すが、議事定足数は「会議を開く（審議する）」
ために必要な出席者数を指す⼀方、議決定足数
（または表決数）は「議会の意思を決定する（議
決する）」ために必要な出席者数や賛成者の割合
を指します。 
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出席者多数決の採⽤
今回の改正により、多くの決議事項について、
絶対多数決ではなく、出席した区分所有者およ
びその議決権を⺟数とする多数決(出席者多数
決)の仕組みが取り入れられました。出席者多数
決が採⽤された決議事項は、次のとおりです。

①普通決議(議決定足数ルールには該当せず)

出席者多数決の仕組み
➁共⽤部分の変更
③復旧決議
④規約の設定・変更・廃⽌の決議
⑤管理組合法⼈の設⽴・解散の決議
⑥管理組合法⼈による区分所有権等の取得の決議
⑦義務違反者に対する専有部分の使⽤禁⽌請求・

区分所有権等の競売請求の決議および専有部分の
引渡し等の請求の決議

②から⑦は、議決定足数ルール…決議成⽴の為に、区
分所有者の過半数の者であって、議決権の過半数を有
する者が出席している必要がある。議決定足数とその
割合は規約によって加重することができる。(軽減はで
きない)
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出席者多数決の仕組み

■議決定足数ルール
�この議決定足数ルールを適⽤する場合におい

て、除外決定の裁判を受けた区分所有者は、
議決定足数算出の計算から除かれます。
議決定足数については、無関心者の増加に対
応しつつも決議の正当性を確保するため、過
半数としました。
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■議決定足数ルール
�普通決議については、管理が停滞することが

ないように、議決定足数は取り入れられませ
んでした（普通決議事項である管理⾏為(外壁
や鉄部塗装など)は、出席者による多数決が可
能で、かつ法律上議決定足数の制約はありま
せん）。

�また、法律上議決定足数は過半数ですが、規
約によってこの割合を加重することができま
す(各条のかっこ書き)。許されるのは過半数
を越えるものとする加重に限ります。半数以
下に軽減することは認められていません。

■議決定足数ルール
�■①〜⑦以外の決議事項（建替え決議等、処

分を伴う決議）については、出席者多数決の
考え方は取り入れられず、これまでどおり絶
対多数決によって決議されます。
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■出席者の多数決による決議を可能とする仕組み

改正前には、決議を成⽴させるためには、
A/(A+B+C+D+E)が法定の多数決割合を満たさな
ければならなかった。
改正後には、所在等が不明である区分所有者(所在
等不明区分所有者)を決議の⺟数から除外する仕組
み（除外決定の裁判）によって、Eを決議の⺟数か
ら除外し、A/(A+B+C+D）が法定の多数決割合
を満たせば足りるとするものである。

■出席者の多数決による決議を可能とする仕組み

また、出席者の多数決による決議を可能とする仕
組み（出席者多数決の仕組み）によって、Dおよ
びEを決議の⺟数から除外し、A/（A+B+C）が法
定の多数決割合を満たせば足りることになる。
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■出席者の多数決による決議を可能とする仕組み

除外決定
出席者多数決…P9〜P10の７種類の決議

①の「普通決議」以外は
「議決定足数ルール」あり

絶対多数決…上記以外の決議(建替え決議等)

■出席者の多数決による決議を可能とする仕組み

除外決定
絶対多数決が適⽤される主な議題
建替え決議(原則５分の4以上の賛成)
敷地売却、建物取壊しなどの再生手法の選択
耐震性不足や災害被災による要件緩和時の決議
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区分所有建物の管理に特化した財産管理制度

所有者不明専有部分管理⼈…専有部分について、
所有者やその所在が不明の場合

管理不全専有部分管理⼈…専有部分について、管
理が不⼗分な場合

管理不全共⽤部分管理⼈…共⽤部分について、管
理が不⼗分な場合

裁判所が管理⼈による管理を命ずる制度です。

多数決要件の緩和

共⽤部分の変更(形状または効⽤の著しい変更を伴
わないものを除く)については、区分所有者および
議決権の各４分の３以上の多数による集会の決議で
決するというこれまでの原則は維持されるものの、
①共⽤部分の設置保存に瑕疵があって、他⼈の権利
が侵害されるおそれがある場合
➁⾼齢者、障碍者等の移動上または施設の利⽤上の
利便性および安全性を向上させる必要がある場合
には、３分の2の多数により決定することができる
ようになった。
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⼤規模復旧の決議に関する改正
⼤規模復旧とは、建物の価格の1/2を超える部分の喪失

改正前
全区分所有者の定数(頭数)及びその議決権の各４分の３以上で決す
る(絶対多数決)（改正前の６１条５項）

改正後
決議に参加する区分所有者から除外決定の裁判を受けた区分
所有者を除いてカウントする。
•区分所有者の過半数かつその議決権の過半数の出席で決す
る(議決定足数)（ただし、規約でこれを上回る割合に定める
ことが可能）
•出席した区分所有者の定数(頭数)及びその議決権の両方の各
３分の２以上で決定できる（出席者多数決）（６１条５項）

災害でマンションの⼀部が⼤規模に滅失した
場合の対応
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災害でマンションの⼀部が⼤規模に滅失した
場合の対応

専有部分の保存・管理の円滑化等

ほかの区分所有者の専有部分の保存請求
ほかの区分所有者の専有部分に⽴ち入ってその
使⽤を請求できるだけではなく、必要な範囲内
で保存の請求をすることもできるものとされま
した。
例…上階からの漏⽔
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専有部分の保存・管理の円滑化等

専有部分の使⽤等を伴う共⽤部分の管理・変更
(配管の全⾯更新等)

共⽤部分の管理・変更を⾏う場合に、規約に特
別の定めがあれば、専有部分の保存⾏為、また
はその性質を変えない範囲内においてその利⽤
もしくは改良を目的とする⾏為を、集会の決議
で決定することができるようになりました。

専有部分の保存・管理の円滑化等

専有部分の使⽤等を伴う共⽤部分の管理・変更
(配管の全⾯更新等)

マンション標準管理規約(単棟型)第２１条２項
「専有部分である設備のうち共⽤部分と構造上
⼀体となった部分の管理を共⽤部分の管理と⼀
体として⾏う必要があるときには、管理組合が
これを⾏うことができる」と規定されています。
配管の枝管、電気配線の専有部分への入口部分
の枝線などが想定されています。
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共⽤部分の管理と共⽤部分の変更のそれぞれ
の改正

１．共⽤部分の管理をする場合の専有部分の保存・
利⽤・改良
規約に特別の定めがあるときは、集会において、
共⽤部分の管理に伴い必要となる専有部分の保存
⾏為または専有部分の性質を変えない範囲内にお
いてその利⽤もしくは改良を目的とする⾏為(専有
部分の保存⾏為等)を決議できるものとされました。
(「普通決議」１８条４項、１７条３項)

共⽤部分の管理と共⽤部分の変更のそれぞれ
の改正

２．共⽤部分の変更をする場合の専有部分の保存・
利⽤・改良
規約に特別の定めがあるときは、集会の決議で、
共⽤部分の変更に伴い必要となる専有部分の保存
⾏為等を決議で決することができるものとされま
した。
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共⽤部分の管理と共⽤部分の変更のそれぞれ
の改正

集会の決議は、区分所有者の過半数(これを上回
る割合を規約で定めた場合にあっては、その割
合)の者であって議決権の過半数(これを上回る割
合を規約で定めた場合にあっては、その割合)を
有するものが出席し、出席した区分所有者および
その議決権の各４分の３(これを下回る割合(２分
の１を超える割合に限る)を規約で定めた場合
にあってはその割合)以上の多数による決議(出席
者多数決による決議)が必要になります(特別決
議。１７条３項)

共⽤部分の管理と共⽤部分の変更のそれぞれ
の改正

所在等不明区分所有者についての除外決定の裁判がなさ
れた場合には、所在等不明区分所有者は除かれます。

19ページの「共⽤部分の変更」で述べた「緩和」と同様、
①共⽤部分の設置保存に瑕疵があって、他⼈の権利が侵
害されるおそれがある場合
➁⾼齢者、障碍者等の移動上または施設の利⽤上の利便
性および安全性を向上させる必要がある場合
には、３分の2に緩和されます。
以上をまとめると、
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共⽤部分の管理と共⽤部分の変更のそれぞれ
の改正

共⽤部分の管理と共⽤部分の変更のそれぞれ
の改正
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管理組合法⼈による区分所有権等の取得

管理組合法⼈は、建物ならびにその敷地および
付属施設の管理を⾏うために必要な場合には、
出席した区分所有者およびその議決権の各４分
の３の多数による集会の決議で、建物の区分所
有権または区分所有者が建物および建物が所在
する⼟地と⼀体として管理または使⽤をすべき
⼟地を取得することができることになりました。

改正によって、管理組合法⼈による区分所有権
等の取得が、明文をもって認められました。

区分所有者が国外にいる場合における国内管理⼈
の仕組み
区分所有者は、国内に住所または居所(法⼈に
あっては、本店または主たる事務所)を有しな
い場合には、国内に住所または居所を有する者
のうちから管理⼈(国内管理⼈)を選任すること
ができるというルールができました。規約で国
内管理⼈の選任を義務づけることもできます。
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共⽤部分等に係る請求権の⾏使の円滑化

管理者が、損害賠償請求などに関して、区分所
有権の譲渡等により区分所有者でなくなった者
(もと区分所有者)を含めた区分所有者を代理して、
代理権の⾏使および訴訟追⾏(代理権⾏使等)がで
きることが明確にされた。

管理に関する事務の合理化(規約の閲覧方法の
デジタル化)

規約の閲覧方法について、規約が電磁的記録で
作成されているときは、規約のデータをメール
で送付するなど、電磁的記録に記録された情報
を電磁的方法により提供することができること
が条文化された。
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Ⅱ 区分所有建物の再⽣の円滑化を
図る方策

建替え決議
緩和事由が認められる場合の多数決要件の緩和
建替え決議については、区分所有者および議決
権の各５分の４以上の多数による集会の決議で
決するというこれまでの原則は維持される。
(絶対多数決。出席者多数決ではない。)
しかし、耐震性の不足などの緩和事由が認めら
れる場合には、４分の３以上の多数により決議
できることになった。
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建替え決議
緩和事由が認められる場合の多数決要件の緩和

【緩和事由とは】
1.地震に対する安全性不適格
2.火災に対する安全性不適格
3.外壁等の剥離・落下による危害のおそれ
4.給排⽔等設備の損傷・腐食等により著しく
衛⽣上有害となるおそれ

5.バリアフリー基準への不適格

建替え決議がされた場合の賃貸借の終了

建替え決議がなされた場合は、専有部分の賃借
⼈に対し、賃貸借の終了を請求することができ
るものとされた。終了請求から６か⽉の経過に
よって専有部分の賃貸借は終了する。
ただし、賃貸⼈等は、賃借⼈(転借⼈を含む)に対
し、賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償
⾦を⽀払わなければなりません。
補償⾦の⽀払いと明渡しは、同時履⾏の関係に
⽴ちます。
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建物の更新(⼀棟リノベーション)

マンションを再生させるために、建物の更新決
議が可能になった。
建物の更新とは、建物の構造上主要な部分の効
⽤の維持または回復のために共⽤部分の形状の
変更をし、かつこれに伴いすべての専有部分の
形状、⾯積または位置関係を変更すること(⼀棟
リノベーション)。この手法により、建物自体は
残したままで、共⽤部分と専有部分の両方の形
状に変更を加えることができる。

建物の更新(⼀棟リノベーション)

イメージとしては次のとおりです。
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建物の更新(⼀棟リノベーション)

建替えと同様、区分所有者およびその議決権の
各５分の４以上の多数という特別多数決が要件
とされています。
緩和事由(建替え決議と同じ5つの事由)が認めら
れる場合には多数決割合は区分所有者およびそ
の議決権の各４分の３以上。
また除外決定により議決権を有しないとされた
区分所有者の議決権は多数決の⺟数から除かれ
ます。

建物敷地売却・建物取壊し敷地売却・建物取壊し

区分所有者自らがマンションを再生するのでは
なく、建物敷地売却、建物取壊し敷地売却、ま
たは建物取壊しを集会で決議し、敷地の活⽤を
第三者に委ねることなどができるものとされた。
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建物敷地売却・建物取壊し敷地売却・建物取壊し

いずれの制度においても、原則として５分の４
以上の多数決割合によって決議がなされるもの
とされました。
「絶対多数決」出席者多数決は採⽤されていま
せん。
除外決定を受けた区分所有者は、多数決の⺟数
から除かれます。

Ⅲ 団地の管理・再⽣の円滑化を
図る方策
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団地に関する改正

次の改正がありました。
➀団地内建物の⼀括建替え決議の多数決

要件の緩和
➁団地内の特定建物の建替え承認決議の

多数決要件の緩和
③団地内建物・敷地の⼀括売却の制度が

創設

団地内建物の⼀括建替え決議の多数決要件の緩和

団地内建物の区分所有者および議決権の各５分の
４という多数決割合(絶対多数決)を原則的に維持
しながら、除外決定によって議決権を有しないと
された区分所有者を決議から除外したうえで、全
ての団地内建物に緩和事由が認められる場合には、
多数決割合を団地内建物の区分所有者および議決
権の各４分の３で足りるものと
改められました。
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団地内建物の⼀括建替え決議の多数決要件の緩和
団地内の建物の⼀括建替え決議(全部建替え決議)

をすることができるためには、

➀団地内建物の敷地が団地内建物の区分所有者
の共有または準共有

➁団地内建物の全部が専有部分のある建物
③団地内建物についての団地管理規約の定め

という3つの要件が必要とされています。

団地内建物の⼀括建替え決議の多数決要件の緩和
また、改正によって、各棟につき区分所有者の
各３分の１を超える者、または議決権の３分の
１を超える者の反対がない場合には、⼀括建替
え決議をすることができると改められました(７
０条１項ただし書き)。

改正前は、３分の２以上の議決権を有する者が賛成して
いることが要件でした。賛成を要件とするのではなく、
反対がない場合には決議の効⼒を認めるという仕組みに
再構成されています。
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団地内の特定建物の建替え承認決議の多数決要件の緩和

建替え承認決議をすることができる団地関係の
要件は、
➀団地内にある数棟の団地内建物の全部又は

⼀部が、専有部分のある建物であること
➁団地内建物の所在する⼟地が、団地建物所

有者の共有又は準共有に属していること

改正によって、集会において、出席した団地建
物所有者の議決権の４分の３以上の決議で決定
できるものとして、出席者多数決が採⽤されま
した。

団地内の特定建物の建替え承認決議の多数決要件の緩和

建替え承認決議に関して出席者多数決が採⽤された
理由は、特定建物以外の団地建物所有者は特定建物
の建替えへの関心が相対的に低いと考えられ、必要
な多数決割合を満たすことが困難であると想定され
ること、および賛否を明らかにしない団地建物所有
者は特定建物の承認の判断を他の団地建物所有者に
委ねているものと考えられるからであるとされてい
ます。
【覚えておきましょう︕】
団地内建物の⼀括建替え決議には絶対多数決です。
団地内建物の建替え承認決議は出席者多数決です。
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団地内の特定建物の建替え承認決議の多数決要件の緩和

加えて建替えの対象となる特定建物に緩和事由
が認められる場合には、出席した団地建物所有
者の議決権の３分の２以上で決議が可能として、
多数決割合が緩和されます（６９条８項、６２
条２項）。

団地内建物・敷地の⼀括売却の仕組み

団地内建物および敷地の⼀括売却を、⼀括建替
え決議と同様の多数決要件によって、集会で決
議(団地内建物敷地売却決議)をすることができる
ようになりました(71条)。
次に多数決要件としては、除外決定によって議
決権を有しないとされた区分所有者を除外した
うえで、全体要件と各棟要件をみたす必要があ
ります。
全体要件は、集会の５分の４以上です(７１条１
項本文)。
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各棟要件としては、団地内建物の内のいずれか
１以上の建物において区分所有者の３分の１を
超える者または議決権の合計の３分の１を超え
る議決権を有する者がその団地内建物敷地売却
決議に反対した場合は、決議は認められません
(７１条１項ただし書き)。

団地内建物・敷地の⼀括売却の仕組み

⼀括建替え決議の団地の要件
➀団地内建物の敷地が団地内建物の区分所有者の

共有又は準共有
➁団地内建物の全部が専有部分のある建物
③団地内建物についての団地管理規約の定め

団地内建物・敷地の⼀括売却の仕組み



2025/11/1

29

Ⅳ 被災区分所有建物の再⽣の円滑化を
図る方策

指定災害による⼤規模⼀部滅失の場合の特則
建替え決議要件
建物の更新決議
建物敷地の売却決議
建物取壊し敷地売却決議 全て２/３
建物取壊し決議
指定災害による全部滅失の場合の特則
再建
敷地売却

被災区分所有建物の再⽣の円滑化を図る方策
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被災区分所有建物の再⽣の円滑化を図る方策

特例の適⽤期間は次のとおり

 全部滅失の場合の期間制限
政令施⾏⽇から起算して６年を超えない範囲
内において政令で定める期間

 ⼤規模⼀部滅失の場合の期間制限
政令で定める期間

改正区分所有法の施⾏⽇と規約改正のタイミング
パターン①・施⾏より前に対応 
２０２６．４．１より前に 管理規約改正決議【２０２６年４⽉１⽇に発効】 
総区分所有者及び議決権総数の４分の３以上 
 
 
２０２６．４．１ 改正区分所有法施⾏ 
 
 

パターン②・施⾏の後に対応 
２０２６．４．１より後に 管理規約改正決議【即時発効】 
出席者（実際の出席者＋議決権⾏使書＋委任状）の４分の３以上 
定足数は総区分所有者及び議決権総数の過半数 
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